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議
会
事
務
局
の
業
務
は
、
主
に

本
会
議
や
委
員
会
の
準
備
や
運
営
、

会
議
録
の
作
成
、
請
願
や
陳
情
の

受
付
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
市
民
の
代
表
で
あ
る
議
員
の

活
動
を
全
面
に
サ
ポ
ー
ト
し
、
市

民
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
議
会
が
身

近
に
な
る
た
め
に
、
少
し
で
も
多

く
の
情
報
を
分
か
り
や
す
く
提
供

で
き
る
よ
う
毎
日
頑
張
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
、
よ
く
あ
る
議
会

の
疑
問
に
つ
い
て
、
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

市
議
会
の
役
割
は
？

　

市
議
会
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
選

ば
れ
た
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

市
の
条
例
や
、
予
算
な
ど
に
つ
い

て
議
論
し
、
市
民
生
活
に
関
わ
る

重
要
な
こ
と
を
決
め
て
い
ま
す
。

議
員
の
役
割
は
？

　

議
員
は
、
市
民
の
意
思
を
市
政

に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
市
議
会
を

構
成
し
、
市
民
生
活
の
さ
ま
ざ
ま

な
課
題
に
つ
い
て
き
め
細
か
く
審

議
し
、
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き

か
決
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
議

会
と
市
長
は
、
お
互
い
独
立
し
た

立
場
か
ら
協
力
し
合
い
、
市
民
生

活
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

議
会
は
い
つ
開
か
れ
る
の
？

　

下
田
市
で
は
毎
年
６
・
９
・
12
・

３
月
に
定
例
議
会
を
、
そ
れ
以
外

に
も
必
要
な
と
き
に
臨
時
議
会
を

開
い
て
い
ま
す
。

本
会
議
に
つ
い
て

　

本
会
議
は
議
場
に
お
い
て
議
員

全
員
で
行
わ
れ
る
会
議
で
あ
り
、

最
終
的
な
意
思
決
定
を
す
る
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

委
員
会
に
つ
い
て

　

市
議
会
で
扱
う
議
案
は
、
数
が

多
く
内
容
も
幅
広
い
た
め
、
各
委

員
会
に
分
か
れ
て
専
門
的
に
詳
し

く
審
査
し
て
い
ま
す
。
下
田
市
に

は
総
務
文
教
委
員
会
と
産
業
厚
生

委
員
会
の
２
つ
の
委
員
会
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
紹
介
し
た
い
こ
と
が

多
い
の
で
す
が
少
し
で
も
議
会
に

つ
い
て
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
ま
た
議
会
に
つ
い
て

は
、
議
会
だ
よ
り
や
市
の
Ｈ
Ｐ
な

ど
で
も
お
知
ら
せ
し
て
お
り
、
生

で
傍
聴
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
皆

さ
ん
も
ぜ
ひ
議
会

の
傍
聴
を
し
て
み

て
は
い
か
が
で
し

ょ
う
か
。

　

（
議
会
事
務
局　

長
崎
佳
奈
）

け
付
け
ま
す
。
（
事
前
受
付
は
12

月
25
日
（
金
）
必
着
で
左
記
事
務

局
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
）

申
込
・
問
合
せ
先

伊
豆
早
春
フ
ラ
ワ
ー
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
実
行
委
員
会
事
務
局
（
下
田
市

観
光
交
流
課
内
）
☎
㉕
０
０
５
５

　

椿
の
咲
く
タ
ラ
イ
岬
や
水
仙
の

咲
く
爪
木
崎
を
歩
き
な
が
ら
一
足

早
く
春
を
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
？

集
合
場
所　

道
の
駅
開
国
下
田
み

な
と
（
ベ
イ
・
ス
テ
ー
ジ
下
田
）

参
加
費
（
地
元
割
引
）

一
般
３
０
０
円
、中
学
生
以
下
無
料

※

下
田
市
、
河
津
町
、南
伊
豆
町
、

松
崎
町
に
在
住
の
方（
１
日
参
加
、

２
日
参
加
の
場
合
も
同
額
）

申
込
方
法　

大
会
当
日
会
場
で
受

高額医療・高額介護合算療養費制度とは？ 支給例は？（75歳以上で市民税非課税の夫婦）

　医療保険・介護保険にはそれぞれ１か月単位で所得区
分に応じた限度額を設けて自己負担を軽くする制度（高
額療養費制度など）がありました。しかしその支給を受
けても継続的な治療や介護サービスを長期間にわたって
受けた場合、その負担は軽くありません。そこでその世
帯の負担を軽減するために平成２０年４月に創設された
制度が「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。
どのような人が対象になるの？

世帯の医療・
介護の負担額
の年間合計額

世帯の
負担限度額

支　給

支給額はどのように計算されるの？

高額介護合算療養費の自己負担限度額【年額（8月1日～翌年7月31日）】

支給の対象となる方へ　～お知らせと申請手続きの方法について

　世帯内の国民健康保険被保険者全員または後期高齢者
医療制度の加入者全員が、1年間（毎年8月1日～翌年7月
末）に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計
し、限度額を超えた場合にその超えた金額を支給します。

※平成20年4月から21年7月末までの自己負担額が（）内の限度額を超える場合には、通常の限度額で計算された支給額と比べて大きい額を支給します。

　支給の対象となる被保険者の方には、今月以降に郵送でお知らせします。お知らせが届いた場合、下記の窓口へ
申請してください。
　ただし、下記のいずれかに該当する方には、申請の対象となるお知らせが届かない場合があります。上記の支給
要件を参考にして、支給の対象となるかどうかを確認していただき、具体的な手続きや不明な点などありました
ら、下記までご相談ください。

平成20年4月から
21年7月までの間に

①市町村を越えて転居した方

②ほかの医療保険から国民健康保険または後期高齢者医療制度に移った方

所得区分 所得要件
後期高齢者医療制度
＋介護保険

【75歳以上の方】

国民健康保険
＋介護保険

【70～74歳の方】

国民健康保険
＋介護保険

【70歳未満の方】

上位所得者 基礎控除後の総所得金額
が600万円を超える世帯など

現役並み所得

一　　　　般

所得区分Ⅱ

所得区分Ⅰ

市民税課税所得が145万円
以上の方や同一世帯員
（一部負担割合3割の方）
所得要件の欄に該当する
事項のない方

世帯全員が市民税非課税の方

世帯全員が市民税非課税で
所得0円（年金受給額80万
円以下）の方

126万円（168万円）

67万円（89万円） 67万円（89万円）

56万円（75万円） 56万円（75万円） 67万円（89万円）

31万円（41万円） 31万円（41万円）

19万円（25万円） 19万円（25万円）
34万円（45万円）

制度導入前制度導入前

制度導入制度導入後

制度導入前

制度導入後

　高額介護合算療養費の自己負担限度額は31万円（下表参照）とな
ります。1年間の夫の医療費負担の自己負担が30万円、妻の介護費
が30万円の場合、世帯での負担額は60万円になりますが、申請を
することにより差額の29万円が支給されます。

医療サービス
自己負担限度額

（月）24,600円×12
約30万円

医療・介護
自己負担限度額（年間）

31万円

介護サービス
自己負担限度額

（月）24,600円×12
約30万円

夫負担（医療サービス）
約30万円

妻負担（介護サービス）
約30万円

夫負担（医療サービス）
約30万円

妻負担（介護サービス）
約30万円

世帯負担
約60万円

世帯負担  31万円
約60万円－31万円
＝約29万円

1月9日（土）タライ岬コース
コース
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8：00
9：00

スタート

10：00

1月10日（日）下田水仙コース
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市
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皆
さ
ん
は
議
会
に
つ
い
て

何
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
か
？

伊
豆
早
春
フ
ラ
ワ
ー
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

伊
豆
早
春
フ
ラ
ワ
ー
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

第
12
回
下
田
水
仙
ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
参
加
者
募
集

回
下
田
水
仙
ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
参
加
者
募
集

伊
豆
早
春
フ
ラ
ワ
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ウ
オ
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伊
豆
早
春
フ
ラ
ワ
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ウ
オ
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第
12
回
下
田
水
仙
ツ
ー
デ
ー
マ
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参
加
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募
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回
下
田
水
仙
ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
参
加
者
募
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伊
豆
早
春
フ
ラ
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ウ
オ
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伊
豆
早
春
フ
ラ
ワ
ー
ウ
オ
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キ
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第
12
回
下
田
水
仙
ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
参
加
者
募
集

回
下
田
水
仙
ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
参
加
者
募
集

伊
豆
早
春
フ
ラ
ワ
ー
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

第
12
回
下
田
水
仙
ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
参
加
者
募
集

日　　時　平成22年2月5日（金）　午前10時スタート
スタート　長楽寺～玉泉寺（往復）約5.1km

競技区分　一般の部（高校生以上の男女）
　　　　　中学生の部（中学生の男女）
表　　彰　各部門の入賞者には、賞状などの他、北海
道根室産の鮭が贈られます。
申込方法　総務課窓口に備え付けの申込用紙に必要事
項を記入のうえ、１月29日（金）までにお申し込みく
ださい。（大会当日の申込はできません）
※走った後には、鮭がいっぱい入った石狩鍋も用意し
ています。参加の際にはマイ箸をご持参ください。
申込・問合せ先
「北方領土の日」記念下田の集い実行委員会
　　　　　　　　　 （市役所総務課内）☎㉒２２１１

窓口・問合せ先　【国民健康保険・後期高齢者医療保険について】健康増進課国保年金係　☎㉒３９２２
　　　　　　　　【介護保険について】健康増進課介護保険係　☎㉒２０７７

高額医療・高額介護合算療養費制度特集高額医療・高額介護合算療養費制度特集高額医療・高額介護合算療養費制度特集坂
本
龍
馬
グ
ラ
ン
プ
リ
ウ
ォ
ー
ク
認
定
大
会

元
気
に
歩
こ
う
１
８
０
０
ウ
ォ
ー
ク
認
定
大
会

下田水仙ツーデーマーチ日程
日露通好条約調印の地「下田」を走ろう

第３０回第３０回「北方領土の日」記念「北方領土の日」記念
　　　　史跡めぐりマラソン大　　　　史跡めぐりマラソン大会
第３０回「北方領土の日」記念
　　　　史跡めぐりマラソン大会
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